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令和２年度 税制改正のポイント 報速

創業・第二創業の活性化、中小企業の設備投資や
販路開拓、地方創生等に資する税制が実現！

五所川原商工会議所
日本商工会議所

地域におけるイノベーション・創業の促進
１．オープンイノベーションを促進するための税制措置の創設
 事業会社が一定のベンチャー企業に出資した場合、その出資額の25％を所得控除する税制措置を創設

（適用期限２年間）

３．５Ｇ投資促進税制の創設（２年間）
 信頼できるベンダーの育成を図りつつ、安全・安心な５Ｇ情報通信インフラの早期かつ集中的な整備を行うため、

５Ｇ設備に係る投資について、税額控除又は特別償却ができる措置を創設

２．エンジェル税制（個人投資家からのスタートアップ投資減税）の拡充
 対象企業の設立期間要件を「３年未満」→「５年未満」に拡充
 株式投資型クラウドファンディング事業者を認定対象に追加し、クラウドファンディング事業者を通じた

投資の利便性が向上

設備投資・販路開拓等を通じた生産性の向上
１．少額減価償却資産（30万円未満）の損金算入
特例の延長（２年間）

＜適用要件の見直し＞
・連結納税制度適用事業者を除外
・従業員要件を「1,000人以下」→「500人以下」へ引下げ

２．交際費800万円までの全額損金算入等の特例の
延長（２年間）

＜適用要件の見直し＞
・「接待飲食費の50％の損金算入措置」は、

資本金100億円超の法人は適用除外

＜出資を行う企業要件＞
①国内事業会社 又は
②国内事業会社によるＣＶＣ
※事業会社又はその子会社が運営し、
持ち分の過半数以上を所有するファンド等

＜出資を受けるベンチャー企業要件＞
①新規性・成長性のある設立後10年未満の未上場
ベンチャー企業（新設除く）

②出資を行う企業又は他の企業のグループに属さない
ベンチャー企業

事業会社等
25％所得控除

出資

一定のベンチャー企業

＜行為要件＞
①１件あたり１億円以上の大規模出資／中小企業からの出資は1,000万円以上（海外ベンチャー企業への出資は５億円以上）

②株主間の株式売買ではなく、ベンチャー企業に新たに資金が供給される出資（発行済株式の取得は対象外）
③１件あたり25億円かつ１社あたり年間125億円が所得控除上限
④一定期間（５年間）の株式保有

課税の特例の内容

対象事業者 対象設備
税額
控除

特別
償却

全国キャリア 無線設備 等 15％ 30％

ローカル５Ｇ免
許人

無線設備
交換設備

伝送路設備 等
15％ 30％

投資

（個人） （ベンチャー企業）
・優遇措置Aの対象企
業要件を「３年未満」
⇒「５年未満」に拡充

・認定クラウドファン
ディング事業者を通
じた投資については、
要件確認が簡素化

認定クラウドファンディング
事業者を通じた投資の利便
性が向上

※優遇措置Ａ：
対象企業への「投資額－2,000 円」を、
その年の総所得金額から控除

（本チラシは2019年12月12日現在の情報を基に作成しております）

【法人税・所得税】

【固定資産税】（ローカル５G事業者に限る）
・３年間、課税標準を１/２とする



約９割

事業承継の円滑化に資する税制

１．連結納税制度の見直し
 損益通算の基本的な枠組みは維持しつつ、各法

人が個別に申告を行う「グループ通算制度」に
移行

２．消費税の申告期限の延長の特例の創設
 納税申告に係る事務負担を軽減するため、法人

税と同様に、消費税の申告期限の延長（１か
月）の特例が創設

納税環境の整備

地域経済の活性化に資する税制措置

１．特定の事業用資産の買換え特性の延長（３年間）
 長期保有（10年以上）の土地等を譲渡し、事業

用資産（買換資産）を取得した場合の課税の繰
延べ措置（繰延べ率80％他）を３年間延長

２．企業版ふるさと納税の延長（５年間）・拡充
 税額控除割合を現行３割→６割へ拡充、適用期

限を５年間延長

３．地方拠点強化税制の延長（２年間）・拡充
 本社機能の地方への移転、地方における

拠点強化を行う事業者に対する減税措置

中小企業の再編・統合等に係る税負担の軽減措置の延長（２年間）
 認定を受けた経営力向上計画に基づいて、再編・統合を行った際に係る登録免許税・不動産取得税の軽

減措置を２年間延長

10年超保有
の土地・建物

譲渡

300㎡以上
の土地・建物

取得
買換え

譲渡益の80％※

を課税繰延 ※一部、75％、70％

•適用期限を２年間延長
•雇用促進税制（移転型）の税額控除の拡充
• 雇用促進税制（拡充型・移転型）の要件緩和
（企業全体の給与額の前年度比増加要件の廃止等）

移転型（東京23区からの移転の場合）拡充型（地方の企業の本社機能強化）

地方拠点強化税制

地域再生計画（都道府県作成→国認定）

特定業務施設整備計画（事業者作成→県知事認定）

オフィス減税

建物等の取得価額に対し、
税額控除４％又は特別償却15％

建物等の取得価額に対し、
税額控除７％又は特別償却25％

雇用促進税制（税額控除）

初年度のみ：最大30万円/人

初年度：最大90万円/人
（現行：60万円 or 90万円/人）
３年間計：最大170万円/人
（現行：150万円/人）

課税期間：
4/1～3/31の場合

（法人税）

（消費税）

5/31 6/30

申告期限
（原則）

申告期限
（原則）

申告期限
（特例）

法人税は、申請により、申告期限の延長が可能

消費税の申告期限の１か月の延長が認められることに

※2021年3月31日以降に終了する事業年度の末日の属する課税期間から適用

■設備投資減税（オフィス減税）
→建物等を取得した場合に、法人税の
減税措置を受けることができる

■雇用促進税制
→新たに従業員を雇い入れた場合等に、
法人税の減税措置を受けることがで
きる

（※）非正規雇用者は控除対象外


